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第２回もりおか森林
も り

づかいコレクションが開催されます 
 

 もりおか森林
も り

づかいコレクション（ＭＭＣ）プロジェクト（代表：新田紗希（おもちゃと遊

び企画舎とうめいしっぽ代表））は、昨年度に続いて、第２回もりおか森林づかいコレクション

を開催します。 

 このイベントは、当市が実施している盛岡市森林
も り

づかいイノベーション事業において、令和

６年度及び７年度に事業採択された事業者が一堂に会して、各採択事業及び開発中の商品等の

展示・販売などを行うことにより、市民の皆様や来街者の方に、盛岡市森林づかいイノベーシ

ョン事業から生まれた取組等を広く知っていただくことを目的に実施されるものです。 

なお、当日は、実際に商品等の販売や試飲・試食ができるブースの出展も予定されており、

街なかに訪れた方が気軽にお立ち寄りいただいても、楽しむことができるイベントとなってお

りますので、報道関係者の皆様におかれましては、開催趣旨を御理解いただきますとともに、

取材・周知方ご協力いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 日 時 令和８年４月 30日（木）午前 11時から午後４時まで 

２ 会 場 ホットライン肴町アーケード内 北日本銀行肴町支店前 

３ 主催等 主催：ＭＭＣプロジェクト／協力：盛岡市肴町商店街振興組合／後援：盛岡市 

４ 出展内容 

役 職 事業者名及び出展内容 

代表 
【R6採択】おもちゃと遊び企画舎とうめいしっぽ 新田 紗希 

（内容：岩手の木に触れる、ワンコイン自由工作など） 

副代表 
【R6採択】㈱斎藤商事 代表取締役 齊藤 健吾 

（内容：木製販売什器「木輪～Kirin～」のＰＲ、スモークキューブの実演など） 

構成員 
【R6採択】工房 夢繭＊花 江見 夏惠 

（内容：南部赤松とカツラの経木クラフト展示・販売、ワークショップなど） 

〃 
【R6採択】㈱浅沼醤油店 代表取締役 浅沼 宏一 

（内容：「木々のしずく」シリーズの試飲、木材から作った食品の香り体験など） 

 
【R7採択】森の百花店 小嶋 愛 

（内容：森の多様性を味わう生はちみつ「森の秘蜜」シリーズの試食など） 

 
【R7採択】㈱西村林業 代表取締役 西村 公一 

（内容：山林の枝葉から抽出された香りの「お守森スプレー」体験や販売など） 

 
【R7採択】橒工房 橋本 勲 

（内容：多種多様な広葉樹の地域材を使用した木製小物の展示・販売など） 

後援 
盛岡市農林部林政課 

（内容：令和８年度盛岡市森林づかいイノベーション事業費補助金 応募者相談会） 

５ そ の 他  当市では、令和８年４月８日（水）から５月８日（金）までを募集期間とし、

盛岡市森林づかいイノベーション事業における令和８年度新規採択事業の応

募受付（※詳細は別紙「事業者募集チラシ」のとおり。）を行っています。ま

た、標記イベントの開催に併せ、同イベント会場内において、事業者向けの

応募者相談会（個別対応・予約優先）を実施する予定となっておりますので、

こちらも取材・周知方ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

盛岡市プレスリリース 
～輝きが増し 活力に満ち 夢をかなえるまち盛岡～ 

 
令和８年４月 21 日 

農 林 部 林 政 課 



補助年数

連続した
3  年度
（3回）

３年度500万円

かつ

単年度300万円

補助上限額

10 / 10

補助率

必要経費
全般

対象経費

（対象経費の相当額）

募集事業 市内の森林空間を活用する事業（レクリエーション、イベント、旅行など）

市内の森林からの産物を活用する事業（木材、きのこ、うるし、木炭など）

応募期限 令和８年５月８日（金） ※当日必着

応募者資格 日本国内の個人事業主、法人、任意団体（グループでの応募も可）
※ 所在地・業種等の制限はありません

応募者相談会 ４月30日（木）11：00 ～ 16：00 @ホットライン肴町（アーケード内）
本事業関連イベントにおいて、相談ブースを設置します。
※ 予約優先。予約は電話にて。

盛岡市森林づかい
イノベーション事業費補助金

詳しくは裏面を

ご覧ください

〒020-8531 盛岡市若園町2番18号

019-626-7541 rinsei@city.morioka.iwate.jp
盛岡市農林部林政課
森林づかいイノベーション事業担当

森林環境譲与税

活用事業



募集事業の詳細

市内の森林を活用するもの

森林空間または産物（木材・きのこ・うるし・木炭等）を活用する事業が対象。

補助終了後も継続するもの

売上等により事業資金を確保することで、補助終了後も継続する事業計画を立てることが必要。

新規または既存の取組

商品開発やプラットフォーム形成などの新たな取組だけでなく、既存の商品やサービスを扱う

事業も対象。ただし、リブランディングや生産規模の拡大など産業の拡大に繋がるものが対象。

※ 他の補助金等を同時に活用することはできません

事業のイメージ

◆ 木製品（おもちゃ、家具等）の商品開発→販路開拓→販売促進の取組

◆ きのこ、うるし、木炭等に関する商品のリブランディング、増産、販路開拓の取組

◆ 森林レクリエーションの会員制サービスの開始とイベント開催

◆ 薪ストーブユーザーと薪を供給する里山を結びつける有料サービスの立ち上げ

◆ 間伐材・林地残材の活用推進を目的としたプラットフォームの立ち上げ

採択件数

５件程度

事業期間

交付決定日から令和９年３月31日まで

 ※ 最長で３年度（３回）の補助を行いますが、採択は単年度毎となります。

初年度の採択時に２年度目以降の採択を確約するものではなく、２年度目以降もご応募いた

だき、採択される必要があります。

補助対象経費

採択事業に直接使用する経費で、必要と認められるもの。

人件費、報酬・謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、郵便料、電報電話料、

保険料、手数料、広告料、運搬料、委託料、使用料・賃借料、原材料費、備品購入費等

審査方法及びスケジュール

応募書類及びプレゼンテーションによる審査を行います。

 ※ 一次審査及び最終審査の結果通知は、数日前後する場合があります

                   

応募する方は、市公式ホームページから募集要領をご確認下さい >>>  

募集開始
応募意向表明

期限
応募期限

一次審査
（書類審査）

結果通知

最終審査
（プレゼン）

審査会

最終審査
結果通知

交付決定

４月８日 ５月１日 ５月８日 ５月18日 ５月25日 ５月29日 ６月１日以降


